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秋本番！西吾妻山紅葉満喫キャンペーン

西吾妻山満喫パック

新型コロナウイルス感染予防対策実施中
※チケットのご利用は、ロープウェイ乗場「湯元駅」窓口にてお求め下さい。
※天候等により営業状況が変わる場合がございますのでお問い合わせ下さい。

紅葉満喫パック

お申込みお問合せは

◎ロープウェイ・リフト共通往復券、いも煮汁付 (定価 5,500 円）
米沢八湯会温泉入浴券、西吾妻山登頂記念手ぬぐい付

◎ロープウェイ往復券、いも煮汁付 (定価 2,000 円）

大人 2,500 円・小学生 1,400 円 ( 消費税込 )

大人 1,000 円・小学生 560 円 ( 消費税込 )

お得なチケットで紅葉トレッキングお得なチケットで紅葉トレッキング
10/1～10/31まで

キャンペーン
価　格

キャンペーン
価　格

弁弁護護士士・・司司法法書書士士のの費費用用のの立立替替ええ

  無無料料法法律律相相談談（（離離婚婚、、借借金金問問題題、、相相続続等等。。））

  法法テテララススはは、、国国がが設設立立ししたた公公的的なな法法人人でですす。。

　　法法テテララスス山山形形  ☎☎00557700--007788338811

  　　　　　　平平日日99：：0000～～1177：：0000（（山山形形市市七七日日町町22--77--1100　　NNAANNAABBEEAANNSS  88FF））

法テラス・サポートダイヤル
（コールセンター）

０５７０ ０７８３７４
（おなやみなし） 平日 9：00～21：00

土曜 9：00～17：00 

122021.10.1

　介護や育児などが必要な人がいる家庭で、家事や家族の
世話、介護、感情面のサポートなど、大人が担うような
責任を引き受けている 18 歳未満の子どもを「ヤングケア
ラー」といいます。年齢に見合わない重い負担により、心
身の発達や人間関係、勉強、進路に影響を及ぼしている「ヤ

〇ヤングケアラーに関する相談　子ども家庭課家庭支援担当
〇その他相談機関
　　児童相談所 相談専用ダイヤル
　　　☎ 0120-189-783（24 時間 年中無休）
　　24 時間子供 SOS ダイヤル
　　　☎ 0120-0-78310（24 時間 年中無休）
　　子どもの人権 110 番
　　　☎ 0120-007-110（平日８時 30 分～ 17 時 15 分）

 ヤングケアラー全国実態調査の結果（中学 2 年生）

　●�世話をしている人が「いる」と回答した人の
割合⇒ 5.7％

　●�世話の頻度「ほぼ毎日」と回答した人の割合
⇒ 45％

　●�平日１日当たり世話に費やす時間		
⇒約４時間

ヤングケアラーはこんな子どもたちです

ングケアラー」はあなたの周囲にいるかもしれません。
　子どもには、「教育を受ける権利」など様々な権利があ
ります。子ども自身の意向や希望に寄り添い、家庭の状況
を確認しながら、子どもの権利が守られ、健やかな成長が
育まれるように適切な支援につなげることが大切です。

ヤングケアラーの実態に関する調査研究（三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング）
調査対象 : 中学２年生 5,558 人　調査期間 : 令和２年 12 月～令和３年 1 月

　 家族や周囲に心配なお子さんがいる場合は、
ぜひご相談ください

障がいや病気のある家族に代
わり、買い物・料理・掃除・
洗濯などの家事をしている

家族に代わり、幼いきょう
だいの世話をしている

障がいや病気のあるきょうだ
いの世話や見守りをしている

目を離せない家族の見守りや
声かけなどの気づかいをして
いる

日本語が第一言語でない家族
や障がいのある家族のために
通訳をしている

家計を支えるために労働をし
て、障がいや病気のある家族
を助けている

アルコール・薬物・ギャンブ
ル問題を抱える家族に対応し
ている

がん・難病・精神疾患など慢
性的な病気の家族の看病をし
ている

障がいや病気のある家族の身
の回りの世話をしている

障がいや病気のある家族の入
浴やトイレの介助をしている

©一般社団法人日本ケアラー連盟 / illustration : Izumi Shiga

ご存じですか？「ヤングケアラー」
問合せ／子ども家庭課家庭支援担当 ヤングケアラー

市ホームページ

米沢の生活をナビゲーション！市役所へのお問い合わせはこちらまで　22-5111（代表）
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クロスオーガ

いつも笑顔で全感謝

Honda Snow Shop 認定店

米沢市春日三丁目3-5
TEL. 0238-23-2840

株式会社置賜農機商会
ホンダ耕運機一級サービスエンジニア 髙木 祐輔
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　いつでもお気軽にお問い合わせください

社会福祉法人米沢栄光の里　しょうがい者支援施設　松風園

～ご希望に寄り添った支援をおこなっております～

　詳しくは　https:// eikounosato.com/  で検索ください

〒992-1122　米沢市万世町梓山5494-1

電話　0238-28-7710

〇生活介護 〇施設入所支援 〇短期入所 〇日中一時支援

13 2021.10.1

所在・地番 R2 価格 R3 価格 変動率
大町一丁目 842 番 2 22,100 21,800 ▲ 1.4
金池六丁目 2 番 16 外 2 筆 32,800 32,700 ▲ 0.3
万世町桑山 4151 番 16,000 16,000 0.0
太田町五丁目 599 番 9 13,700 13,600 ▲ 0.7
東二丁目 2250 番 11 24,500 24,400 ▲ 0.4
大字笹野 6374 番 9,600 9,550 ▲ 0.5
花沢町一丁目 1085 番 25 19,100 19,100 0.0
林泉寺二丁目 2176 番 12 20,300 20,100 ▲ 1.0
徳町 301 番 15 25,000 25,000 0.0
矢来二丁目 6272 番 4 13,300 13,200 ▲ 0.8
春日二丁目 23 番 2 外 2 筆 57,800 57,800 0.0
駅前三丁目 1877 番 1 42,800 42,200 ▲ 1.4
中央四丁目 4272 番 1 32,000 31,300 ▲ 2.2
大字花沢字新屋敷二 674 番９外１筆 21,900 21,500 ▲ 1.8
中田町字高橋一 620 番 4 25,400 25,200 ▲ 0.8
窪田町窪田字堂ノ前 2736 番 1 外 15 筆 7,360 7,280 ▲ 1.1

団地名（所在地） 間取り 戸数 階数 家賃（円）

① 光陽マンション
（大町５丁目） １LDK 4 1 ～ 4 32,900 ～

② いきいき館陽だまり
（駅前３丁目） １LDK 2 2 31,400 ～

　高齢者が安心して入居できる賃貸住宅です。
■�入居資格／ 60 歳以上の自立した生活を営むことができ

る人（高齢単身者や、いずれか一方が 60 歳以上の夫婦
世帯も入居可能）

　地価調査とは、各地域で基準となる土地（基準地）を選
んで適正価格を公表し、土地売買の目安にしていただくも
のです。また、国や地方公共団体が用地買収する際の基準
であり、適正な地価の形成に大きな役割を果たしています。

令和 3 年度地価調査基準地標準価格・変動率一覧表
令和３年７月１日現在（価格：円／㎡、変動率：％）

　65 歳以上になると公的年金に係る市・県民税（住民税）
が、自動的に公的年金から引き去りになる場合があります。
　本市では、公的年金の「特別徴収制度」を実施していま
す。この制度では、公的年金所得に係る市・県民税を、公
的年金から自動的に引き去り、年金保険者（日本年金機構
など）が市に納めますので、皆さんは金融機関で納付する
必要がなくなります。
　すでに対象になっている人は 10 月からも引き続き公的
年金からの特別徴収になります。また、今年度から対象に
なる人は、10 月 15 日支給分の公的年金から特別徴収が
始まります。
　引き去りとなる税額は、６月 15 日に送付している「令
和３年度市民税・県民税税額決定納税通知書」の左下をご
覧ください。

� � � � �

� � � �
� � � �
� � � �

公的年金の種類
支払者の名称
支払者の法人番号

各月の年金から徴収

月６
月４

月１０
月１２
月２

月８

特 別 徴 収 を 行 う 公 的 年 金 の 種 類 及 び 支 払 者 の 名 称

合計額 右欄の㉕の金額年
　金
　特
　別
　徴
　収

仮
徴
収

� � � �
� � � �
� � � �

月年 ６
令 和
令 和
令 和

４
４
４

月年 ４

月年 ８

徴　　収　　月 仮特別徴収税額（円）年金特別徴収

仮 徴 収 分
令  和 ４ 年  度

来年度以降も引き続き公的年金の支払いを受ける場合、来年の8月まで下記のとお
り仮徴収となりますので、その金額をあらかじめ通知いたします。

本徴収
この税額が 10・12・2月
支給分の公的年金から引
き去りとなります。

仮徴収
令和４年度の 4・6・8月
支給分の公的年金から引
き去りとなります。

※�入居はそれぞれ先着順。全てエレベーター設置、家賃は
収入により決定（共益費・駐車場料金別途）。
�①㈲西山不動産☎ 22-4334				  
②小形アカデミーホーム㈱☎ 023-642-5445

市民税・県民税税額決定納税通知書の例（６月送付）

◎�一定面積以上の土地について売買などの取引を行った場
合は、届出が必要です

　都市計画区域は 5,000㎡、都市計画区域外は 10,000㎡
以上の土地の売買などを行った場合は、契約日を含めて２
週間以内に届出が必要です。買主が必ず市に届出をしてく
ださい。

年金受給者の市・県民税の納税
方法をご確認ください
問合せ／税務課市民税担当

高齢者向け優良賃貸住宅
問合せ／建築住宅課住宅指導担当

令和３年度地価調査結果
問合せ／地域振興課地域振興担当

日時

申込締切 申込先 申込方法 その他問合せ

期間 時間 場所 内容 講師 対象 定員 費用 持ち物


